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稲沢市給食基本計画（案） 概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 近年、食育や食物アレルギー対応の重要性が高まるなど、給食を取り巻く状況は変化し、本市にお

いても、これらの状況の変化を踏まえて、安心・安全な給食を持続的に提供していくことが求められ

ます。 

 しかしながら、本市の給食施設は大半が改正前の衛生管理基準に従って建築されており、老朽化が

進んでいることや調理員が減少していることなど、今後、社会情勢の変化に対応し、安心・安全な給

食の持続的な提供を行っていく上で、解消すべき課題が多くあります。 

 加えて、給食費は各学校の私会計として取り扱われており、教員の多忙化が社会的な問題となる中

で、教員の負担となっている現状があります。 

 本市では、こうした給食を取り巻く社会の動向を踏まえ、本市の抱える課題を解消し、持続可能で

安心・安全な給食を提供するため『稲沢市給食基本計画』を策定しました。 

１．計画策定の背景 

令和3年度から令和12年度までの10年間 

(中間年の5年後に、市内の児童・生徒数の推移及び本市を取り巻く社会情勢を踏まえ、改定の必要性を検討) 

２．計画期間 

 給食に関する社会的な動向と本市の現状を踏まえ、給食に関する課題を以下のように整理しました。 
 

 本市の現状 

給
食
の
内
容 

児童・生徒数の減少に伴う、給食提供食数
の減少 

食物アレルギー対策の徹底 

食育に関する充実した取組 

外国人児童・生徒数の増加 

給
食
施
設 

単独調理場や祖父江町学校給食センター
の老朽化 

単独調理場では衛生管理において設備等
に課題あり 

稲沢東部・平和町学校給食調理場は提供可
能な給食の食数に余裕あり 

給
食
費 

給食費の徴収事務が教員の負担 

調
理
員 

正規調理員の減少と高齢化 

臨時の調理員の確保にも苦慮 

 

３．本市の給食に関する課題 

❶アレルギー対策・衛生管理の確保への継続的取
組が必要 

❷国際化など、時代の変化に対応した給食のあり
方を検討することが必要 

❸現在の家庭・地域での多様な食育の維持が必要 

（１）給食の提供に関する課題 

❹高水準での衛生管理の実現と、将来の児童・生徒
数を考慮した新規施設整備の推進が必要 

❺老朽化している調理場の継続利用を想定した効
率的な施設の維持管理が必要 

（２）給食施設に関する課題 

❻公会計化の推進と教員の多忙化解消を図るた
め、公会計化を支えるシステムの導入が必要 

（３）給食費等の徴収方法に関する課題 

❼今後も給食を適切かつ持続的に提供するため、
給食の担い手の確保について検討が必要 

（４）給食施設の運用に関する課題 
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給食に関する施策の基本方針 
 

 

 

 

  

 

４．基本理念と基本方針 

『人生１００年時代を健やかに暮らすことのできる、児童・生徒の健康な身体づくりに向け、 

給食を通じた「食育」の推進と安心・安全な給食の安定した提供を実現する』 

基 本 理 念 

基 本 方 針 

（１）給食の提供に関する基本方針  ················································· P.2に掲載 

（２）給食施設に関する基本方針  ···················································· P.３に掲載 

（３）給食費等の徴収方法に関する基本方針  ······································ P.４に掲載 

（４）給食施設の運用に関する基本方針  ············································ P.４に掲載 

 

（１）給食の提供に関する方針 

高水準での安心・

安全な給食の提供 

(a)栄養バランスの摂れた食の提供に向け、栄養教諭等による献立づくりの継続

実施 

(b)完全給食を前提とした食物アレルギーへの随時対応・マニュアル拡充 

(c)最新の衛生管理の考え方を取り入れた各種マニュアルの改定 

地域の特徴を活か

した魅力ある給食

の提供 

(a)市内・県内農産物の積極調達による地産地消への寄与 

(b)児童・生徒の多様化に合わせた給食の提供 

家庭や地域ととも

に取り組む食育の

推進 

(a)総合的な学習の時間・家庭科等の時間を活用した調理・実食を通じた食育の推

進 

(c)市内生産業者や調理人との交流による地域とともに考える給食づくりの推進 

(b)家庭での栄養バランスの摂れた食の提供促進に向け、家庭と連携した 

キャンペーンの実施や情報発信の継続実施 

『稲沢市給食室衛
生マニュアル』等を
改定するなど最新
の衛生管理の考え
方を取り入れて、衛
生管理の取組を推
進します。 

「給食だより」や
「献立表」を通じ
て、食に関する情報
を発信するなど、食
育に関する取組み
を進めます。 

基本方針 施策の内容 
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（２）給食施設に関する方針 

施策の内容 基本方針 

将来を見据えた

高水準の衛生管

理を実現する給

食施設の計画的

整備 

(a)児童・生徒数の推移・偏在、現行施設の老朽度を考慮した給食施設の新設･ 

改築（親子・センター方式への移行） 

(b)安心・安全な給食の提供に向けた高水準の衛生環境を確保する施設づくり 

安全性と使いや

すさを考慮した

施設への改修の

推進 

(a)老朽化施設での標準的衛生環境の確保と、働きやすい労働環境、利用しやすい施

設への改善 

(b) 単独調理場での親子・センター方式への移行後の運用を見据えた施設改修 

稲沢東部学校
給食調理場への集約化 

祖父江町学校給食センタ
ーの建替え

ṇ 集約化 

新規給食センターの整備
 

平和町学校給食
調理場への集約化 

 減少傾向にある児童・生

徒数への柔軟な適応、単独

調理場の老朽化状況の改善

を図るため、稲沢東部・平和

町学校給食調理場及び祖父

江町学校給食センターの給

食提供区域（給食の配送可

能範囲）を考慮しつつ、新規

給食センターの建設を推進

し、市全体として親子・セン

ター方式への移行を図り、

将来的には４つの給食施設

により効率的な給食の提供

を可能とすべく、施設整備

を推進します。 

基本的な施設整備の方針 Ẍ ṇ  

5  10  

ḱ

長期中期現在

ṇ

短期

ḱ

ṇ

ṇ

親子・センター方式
へ大半を移行18施設18施設

ṇ ḱ ḱ

Ẍ ṇ  

・稲沢東部学校給食調理場と平和町学校給食調理場は引き続き適切に運用します。 

・新規給食センター及び建替えを実施する祖父江町学校給食センターは最新の衛生

管理の考え方や『大量調理施設衛生管理マニュアル』を取り入れた高水準の衛生環

境に基づく施設づくりにより、大量調理施設における衛生管理の徹底を図ります。 

・単独調理場のうち、新規給食センターの整備まで、継続運用が想定される施設につ

いては、ドライ運用を継続しつつも一定の衛生環境を確保するとともに労働環境が

整った施設への改善を図ります。 

・単独調理場では、親子・センター方式の給食施設からの配送を見据え、搬入路や搬

入口、配膳用エレベーター等の整備を推進します。 
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（３）給食費等の徴収方法に関する方針 

教員の労働環境の

改善を支援する 

公会計化の推進 

(a)給食費の徴収・食材納入業者の支払等を含めた公会計化への段階的移行 

(b)学校での各種徴収業務に関する負担の解消に向けた公会計化システムの導入 

(c)給食費等の徴収の効率化に向けた支払方法の多様化と就学援助費等からの徴収

の可能性検討 

基本方針 施策の内容 

・給食費徴収にあたって

は、集金した給食費及び

食材の支払い等に係る

費用の透明化を図るた

め、公会計化を推進しま

す。 

・補助教材費など、全校統

一して徴収可能な費用

項目についても公会計

化を検討します。 

Ẍ ṇ  

・公会計化に併せ、教員による給食費などの徴収事務作業を削減するため、給食費の

徴収事務を管理する公会計化システムの導入を図ります。 

・子ども手当、就学援助費などからの費用徴収の可能性について議論を進め、費用徴

収を実現するために必要な条例、要綱などの整備について検討を進めます。 

・給食費等の支払方法については、利便性向上のため銀行引落しだけでなく、クレジ

ットカードでの支払いなど多様な支払方式の採用について検討します。 

 
（４）給食施設の運用に関する基本方針 

民間活力の導入を

含めた持続可能な

運営方法の検討 

(a)給食の調理員の確保に向けた、柔軟、かつ多様な人材雇用の仕組みづくり 

基本方針 施策の内容 

 

・給食施設については、親子・センター方式への移行を図ることとしており、これに

伴い、単独調理場は段階的に廃止されます。このため、正規調理員の減少を考慮し

つつ、当面運用する単独調理場、市直営で運用する親子方式の稲沢東部・平和町学

校給食調理場への配置転換を柔軟に行い、調理員の雇用の場を確保します。 

(b) 給食施設の運営への民間活力導入検討 

 
・親子・センター方式への集約に併せ、各給食施設の運営方法について管理委託制度

等の民間活力の導入を検討します。 

・稲沢東部・平和町学校給食調理場については、現在、市直営で運営しているため、

新規給食センターへの民間活力導入時に集約される単独調理場の職員の受け入れ

先として、当面は市直営で運用するものとし、その後、民間活力の導入を推進しま

す。 


